
 

産業格付の方法 

 
事業所を産業別に集計するための産業の決定方法は、次のとおりである。 

 

(1) 一般的な方法 

① 製造品が単品のみの事業所については、品目 6 桁番号の上 4 桁で産業細分類を決定

する。 

② 製造品が複数の品目にわたる事業所の場合は、まず、上 2 桁の番号（中分類）を同

じくする品目の製造品出荷額等をそれぞれ合計し、その額の最も大きいもので 2 桁番

号を決定する。次に、その決定された 2 桁の番号のうち、前記と同様な方法で 3 桁番

号（小分類）、さらに 4桁番号（細分類）を決定し、最終的な産業格付けとする。 

 

(2) 特殊な方法 

上記の方法以外に、原材料、作業工程、機械設備等により、産業を決定しているものが

ある。 

その産業とは、「中分類 22 鉄鋼業」に属する「高炉による製鉄業」、「製鋼・製鋼圧延

業（転炉・電気炉を含む）」、「熱間圧延業」、「冷間圧延業」、「冷間ロール成型形鋼製造業」、

「鋼管製造業」、「伸鉄業」、「磨棒鋼製造業」、「引抜鋼管製造業」、「伸線業」及び「その

他の製鋼を行わない鋼材製造業」の 11産業である。 


